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（仮称）岩倉市市民参加条例案対照表 

事務局原案 修正案 備考 

     

1 目的 （目的） 

第１条 この条例は、岩倉市自治基本条例（平成２４年岩倉市条例第３１号。以下

「自治基本条例」という。）第１０条第４項及び第１２条第２項の規定に基づき、市民

参加及び協働並びに住民投票に関し基本的な事項を定めることにより、市民の意

見を広く市政に反映させること及び協働によるまちづくりを推進することを目的とし

ます。 

（目的） 

第１条 この条例は、岩倉市自治基本条例（平成２４年岩倉市条例第３１号。以下

「自治基本条例」といいます。）第１０条第４項及び第１２条第２項の規定に基づき、

市民参加及び協働並びに住民投票に関し基本的な事項を定めることにより、市民

の意見を広く市政に反映させること及び協働によるまちづくりを推進することを目

的とします。 

 

・【要修正】表現の統一 

2 定義 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによります。 

（１）市民 岩倉市自治基本条例第３条第１号に規定する市民をいいます。 

（２）投票資格者 住民投票における投票の資格を有する者をいいます。 

（３）審議会等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する

附属機関及びこれに類するものをいいます。 

（４）アンケート 執行機関が政策形成等に当たり、広く市民の意識を把握するため

に、調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求める調査をいいます。 

（５）意見交換会 執行機関が政策形成等に当たり、広く市民の意見を直接聴く必要

がある場合において、市民と執行機関及び市民同士が議論することを目的として

開催する集まりをいいます。 

（６）公聴会 執行機関が政策形成等に当たり、その案に対して、賛成の意見と反対

の意見が存在する場合において、市民の意見を聴くために開催する会議をいい

ます。 

（７）市民討議会 執行機関が政策形成等に当たり、幅広い潜在的な市民の意見を

施策に反映する必要がある場合において、無作為抽出により市民を選出し、参加

者に対し謝礼を支払うことによって開催する集まりをいいます。 

（８）パブリックコメント手続 執行機関が政策形成等に当たり、その案その他必要な

事項を公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見及び当該意見に対する

執行機関の考え方を公表する一連の手続をいいます。 

（９）政策提案制度 市民が具体的な政策を提案し、その提案に対し、執行機関が多

面的かつ総合的に検討し、意思決定を行うとともに、その提案の概要、執行機関

の考え方等を公表する一連の制度をいいます。 

（１０）市民委員登録制度 市民参加の裾野を広げ、新たな人材を発掘するために、

あらかじめ登録した市民から、審議会等の委員を登用する制度をいいます。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによります。 

（１）市民  自治基本条例第３条第１号に規定する市民をいいます。 

（２）投票資格者 住民投票における投票の資格を有する者をいいます。 

（３）審議会等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する

附属機関及びこれに類するものをいいます。 

（４）アンケート  広く市民の意識を把握するために、執行機関が調査項目を設定し

て、一定期間内に市民から回答を求める調査をいいます。 

（５）意見交換会  広く市民の意見を直接聴く必要がある場合において、市民と執

行機関又は市民同士が議論することを目的として開催する集まりをいいます。 

 

（６）公聴会 市政に係る政策等の案に対して、賛成の意見と反対の意見が存在する

場合において、市民の意見を聴くために開催する会議をいいます。 

 

（７）市民討議会  幅広い潜在的な市民の意見を施策に反映する必要がある場合

において、執行機関が無作為抽出により市民を選出して開催する集まりをいいま

す。 

（８）パブリックコメント手続 計画の策定、条例の制定等に当たり、その案その他必要

な事項をあらかじめ公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見及び当該意

見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいいます。 

（９）政策提案制度 市民が具体的な政策を提案し、その提案に対し、執行機関が多

面的かつ総合的に検討し、意思決定を行うとともに、その提案の概要、執行機関

の考え方等を公表する一連の制度をいいます。 

（１０）市民委員登録制度 市民参加の裾野を広げ、新たな人材を発掘するために、

審議会等の委員の候補者としてあらかじめ市民を登録する制度をいいます。 

 

 

 

[1]【要修正】第１条で「自治基本条例」と略すこととしているため。 

 

 

 

[2]【修正提案】「執行機関が政策形成等に当たり」との表現が５か所

に共通していたため、重複しないように少し表現を工夫してみまし

た。 

[3]【修正提案】語句の用法の整理（②との関連で修正。第６号、第７

号及び第８号も同様） 

 

 

 

[4]【修正提案】謝礼を支払うことは第１６条に規定しており、重複して

います。また、謝礼を支払うことが「市民討議会」の要件のような表

現となっているため、削除しました。 

 

 

 

 

 

 

[5]【修正提案】原案では「登用する制度」となっていますが、用語が

「登録制度」のため、「登録する制度」に言い直しました。 

  

第 1章 総則 

資料３ 
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3 市 民 の 役

割 

（市民の役割） 

第３条 市民は、市政及びまちづくりについて、関心を持ち理解するよう努めます。 

２ 市民は、自治の担い手として、市政及びまちづくりに積極的に参加することがで

きます。 

３ 市民は、互いを理解し尊重するよう努めます。 

（市民の役割） 

第３条 市民は、市政及びまちづくりについて、関心を持ち理解するよう努めます。 

２ 市民は、自治の担い手として、市政及びまちづくりに積極的に参加することができ

ます。 

３ 市民は、互いを理解し尊重するよう努めます。 

 

 

(6 から 

移動) 

議 会 の 責

務 

 （議会の責務） 

第４条 議会は、岩倉市議会基本条例（平成２３年岩倉市条例第１号）に基づき、市

民参加及び協働に努めるものとします。 

[6]【修正提案】見出しは「責務」にしたほうが良いと思います。 

[7]【修正提案】原案は第６条でしたが、自治基本条例の順番が「議

会」→「市長」→「職員」となっており、これに合わせたほうが良いと

思われるため、ここに移動しました。 

4 執 行 機 関

の責務 

（執行機関の役割） 

第４条 執行機関は、市政及びまちづくりに関する情報を積極的に市民に提供する

ものとします。 

２ 執行機関は、市民が参加しやすい市民参加の機会を公平に提供するとともに、

市民との協働を積極的に推進するものとします。 

３ 執行機関は、市民参加及び協働を推進するため、必要な施策を実施し、環境の

整備を行うものとします。 

（執行機関の責務） 

第５条 執行機関は、市政及びまちづくりに関する情報を積極的に市民に提供する

ものとします。 

２ 執行機関は、市民が参加しやすい市民参加の機会を公平に提供するとともに、

市民との協働を積極的に推進するものとします。 

３ 執行機関は、市民参加及び協働を推進するため、必要な施策を実施し、環境の

整備を行うものとします。 

[8]【修正提案】見出しは「責務」にしたほうが良いと思います。 

 

5 職 員 の 責

務 

（職員の役割） 

第５条 職員は、市民参加及び協働を推進するため、この条例の趣旨を理解し、誠

実に職務を遂行するものとします。 

（職員の責務） 

第６条 職員は、市民参加及び協働を推進するため、この条例の趣旨を理解し、誠

実に職務を遂行するものとします。 

[9]【修正提案】見出しは「責務」にしたほうが良いと思います。 

 

6 議 会 の 責

務 

（議会の役割） 

第６条 議会は、岩倉市議会基本条例（平成２３年岩倉市条例第１号）に基づき、市

民参加及び協働に努めるものとします。 

 [10]【修正提案】第４条へ移動しました。（⑦を参照） 

     

7 市 民 参 加

の 手 続 の

対象 

（市民参加の手続の対象） 

第７条 執行機関は、次に掲げる事項（以下「対象事項」といいます。）を

実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。 

(１)総合計画その他基本的な事項を定める計画等の策定又は変更 

(２)基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限

することを内容とする条例の制定又は改廃 

(３)広く市民の公共の用に供される施設の設置 に係る計画等の策定又は変   

更 

(４)市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃 

 

(５)行政評価 

（市民参加の手続の対象） 

第７条 執行機関は、次に掲げる事項（以下「対象事項」といいます。）を

実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。 

(１)総合計画その他基本的な事項を定める計画等の策定、見直し及び評価 

(２)基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限

することを内容とする条例の制定又は改廃 

(３)広く市民の公共の用に供される施設の設置又は廃止に係る計画等の策定

又は変更 

(４)市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃 

 

 削除  

 

[11]【修正提案】自治基本条例第１６条第２項で「市長は、総

合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評

価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとしま

す。」と規定していますので、ここの表現を合わせておいた

ほうが良いと思います。 

[12]【修正提案】施設の廃止も市政運営にとって非常に重要な

ことです。「計画等の策定」に廃止も含まれるという解釈も

できるかもしれませんが、読み間違えないように「又は廃

止」を追加したほうが良いと思います。 

[13]【修正提案】ここに規定している「行政評価」というのが

何を指しているのかが具体的でないような気がします。自治

基本条例第２２条の解説を見ると、自治基本条例では、総合

計画の進捗をチェックするものを「行政評価」と称している

ようです。この条例の「行政評価」が同じ意味であれば、第

１号に「評価」を加えることで足りるので、削除してみまし

た。（もし、ここで規定している「行政評価」が自治基本条

例第２２条の行政評価と違うのであれば、違う表現にしたほ

うが良いと思います。） 

第２章 市民参加の手続 
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7-1 除外規定 ２ 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、市民参加の手続の対象としないことができます。 

(１)軽易なもの 

(２)緊急に行わなければならないもの 

(３)法令の規定により事務事業等の実施の基準が定められており、その基準

に基づいて実施するため、市民参加の手続の結果を反映しがたいもの 

(４)法令の規定により別に市民参加の手続と同様の手続について定められて

いるもの 

(５)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

(６)執行機関等の権限に属さないもの 

３ 執行機関は、対象事項以外のものについても、市民参加の手続の対象と

することができます。 

２ 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、市民参加の手続の対象としないことができます。 

(１)軽易なもの 

(２)緊急に行わなければならないもの 

(３)法令の規定により事務事業等の実施の基準が定められており、その基準

に基づいて実施するため、市民参加の手続の結果を反映しがたいもの 

(４)法令の規定により別に市民参加の手続と同様の手続について定められて

いるもの 

(５)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

(６)執行機関 の権限に属さないもの 

 削除  

[14]【要検討】自治基本条例第１０条第１項で「政策等の立案・実施・

評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設ける」と

規定しています。一方、この条例において「立案」と「評価」の部分

での市民参加については様々な規定がありますが、「実施」にお

ける市民参加については規定がないようです。自治基本条例を

根拠として、執行機関が任意で「実施」における市民参加の機会

を設けることができますので、すべてを網羅して規定する必要が

ないという考え方もできますが、一度、委員会での検討をしたほう

が良いと思います。 

[15]【修正提案】「等」が何を指すのか具体的に想定できない

ため、削除しました。 

[16]対象事項以外を市民参加の手続きとすることができるのは

当然なので、第３項はなくても良いと思います。 

8 市 民 参 加

の 手 続 の

方法等 

 

市 民 参 加

の実施（マ

ッ チ ン グ

ルール） 

（市民参加の手続の方法）  

第８条 執行機関は、前条第１項の規定による市民参加の手続を行うときは、より多

くの市民の意見を反映するため、次に掲げる方法のうちから、複数の方法により行

うよう努めなければなりません。  

（１）審議会等の設置  

（２）アンケートの実施 

（３）意見交換会等（意見交換会、公聴会、市民討議会をいう。）の開催 

（４）パブリックコメント手続の実施 

２ 市民以外の者が当該事項について利害関係を有するものがあるときは、その者

に対して、市民参加の手続を行うよう努めるものとします。 

（市民参加の手続の方法）  

第８条 執行機関は、前条第１項の規定による市民参加の手続を行うときは、より多く

の市民の意見を反映するため、次に掲げる方法のうちから、複数の方法により行う

よう努めなければなりません。  

（１）審議会等の設置  

（２）アンケートの実施 

（３）意見交換会等（意見交換会、公聴会及び市民討議会をいいます。）の開催 

（４）パブリックコメント手続  

２ 市民以外の者が当該事項について利害関係を有するものがあるときは、市民参

加の手続に準じた方法で、それらの者の意見を聴くよう努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

[17]【要修正】語句の用法の整理 

[18]【修正提案】「市民以外の者」に対して「市民参加の手続を行う」

というのは表現上の矛盾があるような気がするため、表現を変えて

みました。 

9 市 民 参 加

の 手 続 の

実 施 予 定

及 び 実 施

状 況 の 公

表 

（市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表） 

第９条 執行機関は、年度当初に、その年度の市民参加の手続の実施予定を取りま

とめ、これを公表するとともに、市民参加の手続を実施するときは、その都度、適

切な時期にその実施内容について、公表するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 執行機関は、前年度の市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、これを公表す

るとともに、市民参加の手続を実施したときは、その都度、速やかにその実施結果

を公表するものとします。 

（市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表） 

第９条 執行機関は、年度当初に、その年度の市民参加の手続の実施予定を取りま

とめ、これを公表するとともに、市民参加の手続を実施するときは、その都度、適切

な時期にその実施内容について、公表するものとします。 

２ 執行機関は、次の各号に掲げる市民参加の手続を実施したときは、それぞれ各

号に定める情報を、速やかに公表しなければなりません。ただし、会議等が非公

開で行われた場合又はその情報に非公開情報（岩倉市情報公開条例（昭和６３

年岩倉市条例第１８号）第６条第１項各号に定める情報をいいます。以下「非公開

情報」といいます。）が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことが

できます。 

（１）審議会等の会議、意見交換会、公聴会及び市民討議会 会議録及びこれら

の会議等で述べられた意見に対する執行機関の検討結果 

（２）アンケート 集計結果 

（３）パブリックコメント 対象事項の題名、対象事項の案の公表の日、提出された

意見又はその概要（提出された意見がなかった場合にあっては、その旨）並び

に提出された意見を検討した結果及びその理由 

（４）政策提案手続 提案の内容、提案に対する検討の結果及びその理由 

３ 執行機関は、前年度の市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、これを 公表す

るものとします。 

 

 

 

 

[19]【修正提案】原案の第１４条、第１５条、第１７条、第１９条及び第 

２０条に「非公開情報を除き公表しなければならない。」という規定

があったので、まとめてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[20]【修正提案】実施結果の公表についての規定を削りました。（⑲

との関連） 
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10 審議会等 （審議会等の委員） 

第１０条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委

員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選任する市民を含

めるものとします。 

２  執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、委員

の在職年数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、より多くの市民

に参加の機会が与えられ、より多くの市民の意見が反映されるよう努めるものとし

ます。 

３  執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、原則として委員の氏名、選任

区分及び任期を公表するものとします。 

（審議会等の委員） 

第１０条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委

員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選任する市民を含

めるものとします。 

２  執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、委員

の在職年数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、より多くの市民

に参加の機会が与えられ、より多くの市民の意見が反映されるよう努めるものとしま

す。 

３  執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、原則として委員の氏名、選任

区分及び任期を公表するものとします。 

 

[21]【確認】原案第２１条で、「（市民委員登録制度により）登録された

市民を審議会等の委員に、公募とは別に、選任するよう努めるも

のとします。」とあります。すなわち、「審議会等には、原則として公

募委員は含めなければいけないが、登録制度により登録された市

民を含めるかどうかは任意である。」という考え方でよいでしょう

か。 

11 会 議 の 公

開 

（審議会等の会議の公開） 

第１１条 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合は、会議を公開しないことができます。 

（１）法令等の規定により公開しないこととされている場合。 

（２）審議等の内容に岩倉市情報公開条例第６条第１項各号に掲げる情報（以下「非

公開情報」といいます。）が含まれている場合 

（３）会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認めら

れる場合 

２ 執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、速やかに開催日時、開

催場所、傍聴の手続等を公表するよう努めるものとします。 

（審議会等の会議の公開） 

第１１条 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合は、会議を公開しないことができます。 

（１）法令等の規定により公開しないこととされている場合  

（２） 非公開情報 が含まれている場合 

 

（３）会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められ

る場合 

２ 執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開

催場所、傍聴の手続等を公表するよう努めるものとします。 

 

 

[22]【要修正】名詞で終わる場合は句点は不要。（ただし、「とき」「こ

と」で終わる場合は例外として読点をつける。） 

[23]第９条第２項で「非公開情報」を略称として設定したため。（⑲と

の関連） 

 

 

[24]【要修正】会議を開催しようとするときには、“事前に”開催日時

等を公表する必要があるため、「あらかじめ」のほうが適当と思わ

れます。 

12 会 議 録 の

作成 

（会議録の作成と公表） 

第１２条 執行機関は、審議会等の会議を開催したときは、非公開情報を除き、原則

として会議録を作成し、速やかに公表するものとします。ただし、会議を非公開と

した場合は、会議録を公表しないことができるものとします。 

 

削除 

 

[25]【修正提案】会議録の公開については、追加した第９条第２項に

まとめて規定したため、条を削除しました。（⑲との関連） 

13 ア ン ケ ー

ト の 実 施

等 

（アンケートの実施） 

第１３条 執行機関は、アンケートを実施するに当たっては、その目的を明らかにし、

回答に必要な情報を併せて提供しなければなりません。 

（アンケートの実施） 

第１２条 執行機関は、アンケートを実施するに当たっては、その目的を明らかにし、

回答に必要な情報を併せて提供しなければなりません。 

 

14 意 見 交 換

会の開催 

（意見交換会の開催） 

第１４条 執行機関は、意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、

開催場所、議題等を公表しなければなりません。 

２  執行機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を

除き、速やかに公表しなければなりません。 

３  執行機関は、意見交換会で述べられた意見に対する検討を終えたときは、その

結果を非公開情報を除き、速やかに公表しなければなりません。 

（意見交換会の開催） 

第１３条 執行機関は、意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、

開催場所、議題等を公表しなければなりません。 

 

 削除 
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15 公 聴 会 の

開催 

（公聴会の開催）  

第１５条 執行機関は、公聴会を開催しようとするときは、事前に次に掲げる事項を

公表しなければなりません。  

（１）公聴会の開催の日時及び場所  

（２）政策等の案及び案に関する資料  

（３）公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲  

（４）公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法

及び提出期間  

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 執行機関は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止

し、その旨を速やかに公表しなければなりません。  

３ 公聴会は、市長が指名する者が公聴会の議長となり、公聴会の議長が公聴会を

主宰します。  

４ 公聴会の議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、市長に

報告しなければなりません。  

５ 執行機関は、公聴会が終結したときは、前項の規定により報告された記録を非公

開情報を除き、速やかに公表しなければなりません。 

（公聴会の開催）  

第１４条 執行機関は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項

を公表しなければなりません。  

（１）公聴会の開催の日時及び場所  

（２）政策等の案及び案に関する資料  

（３）公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲  

（４）公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法

及び提出期間  

（５）前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に当たり必要と認める事項 

２ 執行機関は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止

し、その旨を速やかに公表するものとします。  

３ 公聴会は、市長が指名する者が公聴会の議長となり、公聴会の議長が公聴会を

主宰します。  

４ 公聴会の議長は、公聴会を開催したときは、その都度、公聴会で述べられた意見

等を記録し、市長に報告しなければなりません。  

 削除 

 

[26]【要修正】表現の統一 

 

 

 

 

 

 

[27]【修正提案】本文の主語が「執行機関」なので、ここに「市長が必

要と認める」との規定は不整合であると思われます。 

[28]【修正提案】「中止しなければなりません」という表現は少し強す

ぎる感じを受けるため、「するものとします」に修正しました。 

 

[29]【修正提案】記録事項をすべて規則に委任するのではなく、この

程度は記載しておいたほうが良いと思います。 

[30]【修正提案】記録の公表については、追加した第９条第２項でま

とめて規定したため、第５項は削除しました。（⑲との関連） 

16 公述人 （公聴会の公述人）  

第１６条 

 

 執行機関は、必要と認めるときは、公聴会において学識経験を有する者の意見を

聴くことができます。  

２ 公聴会において意見を述べることができる者（以下「公述人」という。）を決定する

際は、一方の意見に偏らないように公述人を決定しなければなりません。 

 

 

３ その他、必要なことは別に規則で定めます。 

（公聴会の公述人）  

第１５条 市民は、対象事項に対する賛否及びその理由を記載した書面をあらかじ

め提出することにより、公聴会で意見を述べることを申し出ることができます。 

２ 執行機関は、必要と認めるときは、対象事項に関し識見を有する者を出席させ、

意見を述べさせることができます。 

３ 公聴会において意見を述べることができる者（以下「公述人」といいます。）は、第

１項の規定による申出をした者及び前項の識見を有する者の中から市が決定しま

す。この場合において 、その案件に対し賛成者及び反対者があるときは、一方

の意見に偏らないように公述人を決定しなければなりません。 

 削除 

 

[31]【修正提案】公聴会で意見を述べることを申し出る機会があるこ

とを、市民の権利として規定しておいたほうが良いと思い、第１項

を追加しました。 

[32]【修正提案】「執行機関は、・・・意見を聴くことができます。」との

表現に違和感があるため、表現を修正しました。 

 

 

 

[33]【修正提案】規則で定めなければならない事項は、このほかにも

たくさんありそうですので、ここだけ規定する必要はないと思いま

す。 

17 市 民 討 議

会の開催 

（市民討議会の開催） 

第１７条 執行機関は 市民討議会の開催に当たり、住民基本台帳から無作為に抽

出した市民に対し、参加依頼を行い、参加者を募集します。抽出に当たり、対象と

するのは年齢満１８歳以上の者とします。 

２  市民討議会の参加者に対しては、謝礼を支払うこととします。 

３  執行機関は、市民討議会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催

場所、議題等を公表しなければなりません。 

４  執行機関は、市民討議会を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を

除き、速やかに公表しなければなりません。 

５  執行機関は、市民討議会で述べられた意見に対する検討を終えたときは、その

結果を非公開情報を除き、速やかに公表しなければなりません。 

（市民討議会の開催） 

第１６条 執行機関は、市民討議会の開催に当たり、住民基本台帳から無作為に抽

出した年齢満１８歳以上の者に対し、参加を依頼します。  

２  市民討議会の参加者に対しては、謝礼を支払うこととします。 

３  執行機関は、市民討議会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催

場所、議題等を公表しなければなりません。 

  

削除 

 

[34]【要検討】・・・「市民」か「住民」か。 

・原案の第２条第７号では、「無作為により市民を選出し」とあります

が、ここでは、「住民基本台帳から無作為に抽出」となっており、

「市民」でなく「住民」を対象としています。 

・市民討議会の対象者を「市民」とするのか「住民」とするのか、整理

されていないような気がします。 

・ただし、「市民」から無作為抽出により選出するのは、技術的に不

可能に近いと思われます。 

[35]【修正提案】・記録及び検討結果の公表については、追加した

第９条第２項でまとめて規定したため、削除しました。（⑲との関

連） 
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18 パ ブ リ ッ

ク コ メ ン

トの実施 

（パブリックコメント手続の実施）  

第１８条 執行機関は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、次に

掲げる事項を事前に公表しなければなりません。  

（１）対象事項の案及び当該案に関する資料 

（２）対象事項の案を作成した趣旨、目的又は背景 

（３）意見の提出先、提出方法及び提出期限 

（４）その他執行機関が必要と認める事項 

（パブリックコメント手続の実施）  

第１７条 執行機関は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、次に

掲げる事項を事前に公表しなければなりません。  

（１）対象事項の案及び当該案に関する資料 

（２）対象事項の案を作成した趣旨、目的又は背景 

（３）意見の提出先、提出方法及び提出期限 

（４）前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続き実施に当たり必要と認める

事項 

 

 

 

 

 

 

[36]【要修正】表現の統一 

19 パ ブ リ ッ

ク コ メ ン

ト 手 続 に

お け る 意

見 等 の 提

出方法等 

（パブリックコメント手続における意見等の提出方法等）  

第１９条 パブリックコメント手続における意見等の提出方法は、次のとおりとします。  

（１）郵便等 

（２）ファクシミリ 

（３）電子メール 

（４）執行機関が指定する場所への書面の持参 

（５）その他執行機関が必要と認める方法 

２  パブリックコメント手続における意見等の提出期間は、３０日以上とします。ただ

し、特別の事情があるときは、執行機関は、理由を併せて公表した上で、これより

も短い期間を設けることができます。  

３  パブリックコメント手続により意見等を提出しようとする者は、住所、氏名その他

執行機関が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。  

４  執行機関は、パブリックコメント手続により提出された意見を考慮して、対象事

項についての意思決定を行わなければなりません。  

５  執行機関は、パブリックコメント手続により提出された意見に対する検討を終え

たときは、非公開情報を除き、速やかに次に掲げる事項を公表しなければなりま

せん。 

（１）対象事項の題名 

（２）対象事項の案の公表の日 

（３）提出された意見又は提出された意見の概要 

（４）提出された意見に対する検討の結果及びその理由 

（パブリックコメント手続における意見等の提出方法等）  

第１８条 パブリックコメント手続における意見等の提出方法は、次のとおりとします。  

（１）郵便等 

（２）ファクシミリ 

（３）電子メール 

（４）執行機関が指定する場所への書面の持参 

（５）前各号に定めるもののほか、執行機関が認める方法 

２  パブリックコメント手続における意見等の提出期間は、３０日以上とします。ただ

し、特別の事情があるときは、執行機関は、理由を併せて公表した上で、これより

も短い期間を設けることができます。  

３  パブリックコメント手続により意見等を提出しようとする者は、住所、氏名その他

執行機関が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。  

４  執行機関は、パブリックコメント手続により提出された意見を考慮して、対象事

項についての意思決定を行わなければなりません。  

 削除 

 

 

 

 

 

 

[37]【要修正】表現の統一。また、この場合は、「執行機関が必要と

認める方法」より「執行機関が認める方法」のほうが適切なような気

がします。 

 

[38]【要検討】住所、氏名を書いてもらう必要があるか。 

・仮に書いてもらったとしても、それが真正であるか担保されません。 

・他の自治体のパブコメ運用方針でも、責任をもった意見を提出して

もらうために、「原則として氏名等の記載を求める」としているところ

が多いようです。 

・国は、住所、氏名等は任意としており、その必要性は、意見等に対

し不明な点があった場合に問い合わせるためとしています。 

 

[39]【修正提案】検討結果の公表については、追加した第９条第２項

でまとめて規定したため、第５項を削除しました。（⑲との関連） 

20 政 策 提 案

手続 

（政策提案手続） 

第２０条 市民は、市民１０人以上の連署をもって、その代表者から 現状の課題、提

案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を執行機関に対して提案

することができます。 

２ 執行機関は、政策提案手続により提案を求めようとするときは、次に掲げる事項を

事前に公表しなければなりません。  

（１）提案を求める政策の目的  

（２）提案することができるものの範囲  

（３）提案方法及び提出期間  

（４）その他提案に関して必要な事項 

３  執行機関は、提案のあった政策について総合的に検討し、提案の内容並びに

検討の結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、非公開

情報を除き公表しなければなりません。 

（政策提案手続） 

第１９条 市民は、市民１０人以上の連署をもって、その代表者から市政に関わる現

状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を執行機関

に対して提案することができます。 

２ 執行機関は、政策提案手続により提案を求めようとするときは、次に掲げる事項

を事前に公表しなければなりません。  

（１）提案を求める政策の目的  

（２）提案することができるものの範囲  

（３）提案方法及び提出期間  

（４）前各号に掲げるもののほか、提案を求めるに当たり必要な事項 

３  執行機関は、提案のあった政策について総合的に検討し、提案の内容並びに

検討の結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知しなければなりませ

ん。 

 

[40]【修正提案】政策提案を受け付けるのは、“市政と関係ない政策

が提案されても困るため、念のため「市政に関わる」と明記してお

いたほうが良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

[41]【修正提案】検討結果の公表については、追加した第９条第２項

でまとめて規定したため削除しました。（⑲との関連） 
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21 市 民 委 員

登録制度 

（市民委員登録制度） 

第２１条 市長は、審議会等への市民参加を促進するため、市政に関心を持つ市民

をあらかじめ登録するものとします。 

２  市長は、登録された市民を審議会等の委員に、公募とは別に、選任するよう努

めるものとします。 

（市民委員登録制度） 

第２０条 市長は、審議会等への市民参加を促進するため、市政に関心を持つ市民

をあらかじめ登録するものとします。 

２  市長は、登録された市民を審議会等の委員に、公募とは別に、選任するよう努

めるものとします。 

 

[42]【確認】第１０条第１項との関係の整理（第１０条の備考を参照） 

     

22 対象 （住民投票に付することができる事項） 

第２２条 住民投票に付することができる事項は、第７条第１項のうち他市との合併

等、市全体に重大な影響を及ぼす事項で、住民に直接その意思を確認する必要

があると認められるものとします。ただし、次に掲げる事項を除きます。 

 

（１）第７条第１項第５号に規定する事項 

（２）法令の規定により住民投票を行うことができる事項 

（３）執行機関の組織、人事及び財務に関する事項 

（４）もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項 

（５）前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認

められる事項 

（住民投票に付することができる事項） 

第２１条 住民投票に付することができる事項は、第７条第１項のうち他市との合併

等、市全体に重大な影響を及ぼす事項で、住民に直接その意思を確認する必要

があると認められるものとします。 

２ 次に掲げる事項は、住民投票に付することができません。 

削除 

（１）法令の規定により住民投票を行うことができる事項 

（２）執行機関の組織、人事及び財務に関する事項 

（３）もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項 

（４）前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認

められる事項 

 

[43]【修正提案】（１）～（４）を「ただし書」で除くということは、本来的

には（１）～（４）が「市全体に重大な影響を及ぼす事項で、住民に

直接その意思を確認する必要がある」ことになってしまうので、２項

建てに修正しました。 

[44] ]【修正提案】第７条第１項第５号に規定する事項を削除したた

め、（１）を削除し、（２）以降を繰り上げました。 

(27 から

移動) 

投 票 資 格

者の要件 

 （投票資格者の要件） 

第２２条 投票資格者は、年齢満１８歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き３月

以上岩倉市に住所を有する者とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票にお

ける投票の資格を有しません。 

（１）公職選挙法第１１条第１項若しくは第２５２条、政治資金規正法（昭和２３年法律

第１９４号）第２８条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的

記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成１３年法律第１

４７号）第１７条第１項から第３項までの規定（以下「公選法等規定」といいます。）

により選挙権を有しない者 

（２）前項に規定する者のうち年齢満１８歳以上２０歳未満の者を公職選挙法第9条第

２項に規定する選挙権を有する者とみなして公選法等規定を適用した場合に選

挙権を有しないこととなる者 

（３）投票資格者名簿に登録されていない者 

（４）投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日（第３２条の規定によ

る投票にあっては、投票しようとする日）に第１項の規定に該当しない者 

[45]【修正提案】原案第２６条から移動。条の順番として、ここにあっ

たほうが自然な感じがします。 

・「数字で期間を表す場合は、暦の年・月と混同するおそれのない限

り、「箇」を用いず、例えば「５年」「６月」というように書く。（（株）ぎょ

うせい「法制執務詳解」より）」とされています。 

・岩倉市の条例において「○か月」と表しているものはありますが、

「○箇月」と表しているものはありません。 

・「３月」でも読み間違えることはないと思います。 

 

 

[46]【修正提案】地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権につ

いて規定しているのが公職選挙法第９条第２項なので、「第２項」

と明記しておいたほうが良いと思います。 

第３章 住民投票 

http://www1.g-reiki.net/takahama/reiki_honbun/i529RG00000575.html#e000000042
http://www1.g-reiki.net/takahama/reiki_honbun/i529RG00000575.html#e000000042
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23 住 民 投 票

の 請 求 及

び発議 

（住民投票の請求及び発議） 

第２３条 投票資格者は、その総数の５０分の１以上の者の連署をもって、 市長に  

住民投票 を請求することができます。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを市議会に付議しなけれ

ばなりません。 

３ 議会は、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成を得て、住民投票の実施を議

員提案された場合においては、その可否を議決しなければなりません。 

 

４ 市長は、前２項の場合において、議会が出席議員の過半数の賛成により可決し

たときは、住民投票を実施しなければなりません。 

５ 市長は、第１項の請求に係る署名者数が投票資格者総数の４分の１を超えたとき

は、第２項 の規定によることなく、住民投票を実施しなければなりません。 

６ 市長は、自ら住民投票を発議することができます。 

（住民投票の実施の請求等） 

第２３条 投票資格者は、その総数の５０分の１以上の者の連署をもって、その代表

者から市長に対し、住民投票の実施を請求することができます。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを 議会に付議しなけれ

ばなりません。 

３ 議員は、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成を得て、住民投票の実施を発

議することができます。 

４ 市長は、自ら住民投票の実施を議会に付議することができます。 

５ 市長は、前３項の場合において、議会が出席議員の過半数の賛成により可決し

たときは、住民投票を実施しなければなりません。 

６ 市長は、第１項の請求に係る署名者数が投票資格者総数の４分の１を超えたとき

は、第２項及び第５項の規定によることなく、住民投票を実施しなければなりませ

ん。 

 

[47]【修正提案】条文と見出しの整合を図るため。 

[48]【修正提案】主体を明らかにするために「代表者」を挿入しまし

た。その他、表現の整理をしました。 

 

 

[49]【要修正】語句の統一 

 

 

 

 

 

[50]【修正提案】議会への付議が必要でないことと、議会での過半数

の賛成が必要ないことを明確にするために、「及び第５項」を加えま

した。 

 

[51]【要検討】 

・委員会では、市長発議による住民投票の実施について、議会の審

議を経ることなく住民投票が実施できるようなニュアンスで議論が

されていたような気がします。（違っていたらすいません。） 

・しかし、市長が議会と対立している案件で、議会の審議を経ること

なく市長が住民投票を実施することが可能であるとすると、議会制

民主主義や、二元代表制の趣旨に反するのではないかと思いま

す。 

・地方自治法では、市長が提出した議案と、議員定数の１２分の１以

上の者の賛成をもって提出される議員提出議案は、どちらも同じ

扱いとなります。 

・これらのことから、住民投票の実施のトリガーとして、①市民による

請求、②議員による発議、③市長による議会への付議の３つがあ

り、これらが議会で可決されたときに市長が住民投票実施の義務

を負うという構成に整理した条文を修正提案として作成してみまし

た。 

24 住 民 投 票

の形式 

（住民投票の形式） 

第２４条 第２３条に規定する住民請求、議会請求又は市長発議による住民投票に

係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたもので

なければなりません。 

（住民投票の形式） 

第２４条 前条第１項に基づく請求、第３項に基づく発議及び第４項に基づく付議

は、二者択一で賛否を問う形式によるものでなければなりません。 

 

[52]【修正提案】分かりやすくするために、表現を整理してみました。 

25 住 民 投 票

の執行 

(住民投票の執行) 

第２５条 住民投票は、市長が執行するものとします。 

2 市長は、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、その権限に属する住民投票

の管理及び執行に関する事務を岩倉市選挙管理委員会 に委任するものとしま

す。 

３ 選挙管理委員 は、自ら住民投票の請求 及び住民投票の請求に必要な署名の

収集をすることはできません。 

(住民投票の執行) 

第２５条 住民投票は、市長が執行するものとします。 

2 市長は、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、その権限に属する住民投票

の管理及び執行に関する事務を岩倉市選挙管理委員会（以下「選挙管理委員

会」といいます。）に委任するものとします。 

３ 選挙管理委員会の委員は、自ら住民投票の実施の請求をし、及びこれに必要な

署名の収集をすることはできません。 

 

 

 

 

 

[53]【要修正】表現の整理 
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26 選 挙 管 理

委 員 会 の

事務 

（前条に含め規定する。）   

27 投 票 資 格

者の要件 

（投票資格者の要件） 

第２６条 投票資格者は、年齢満１８歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き３月

以上岩倉市に住所を有する者とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票にお

ける投票の資格を有しません。 

（１）公職選挙法第１１ 条第１項若しくは第２５２ 条、政治資金規正法（昭和２３ 年法

律第１９４号）第２８ 条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁

的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成１３年法律

第１４７号）第１７条第１項から第３項までの規定（以下「公選法等規定」といいま

す。）により選挙権を有しない者 

（２）前項に規定する者のうち年齢満１８歳以上２０歳未満の者を公職選挙法第9条 

に規定する選挙権を有する者とみなして公選法等規定を適用した場合に選挙権

を有しないこととなる者 

（３）投票資格者名簿に登録されていない者 

（４）投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日（第３２条の規定によ

る投票にあっては、投票しようとする日）に第１項の規定に該当しない者 

 

第２２条に移動 

 

(29 から

移動) 

代 表 者 証

明 書 等 の

交付等 

 （代表者証明書等の交付等） 

第２６条 第２３条第１項の規定により住民投票の実施の請求しようとする者の代表者

（以下「請求代表者」といいます。）は、市長に対して、住民投票に付そうとする事

項、その趣旨その他必要な事項を記載した請求書をもって同項の請求をし、か

つ、請求代表者であることの証明書（以下「代表者証明書」といいます。）の交付を

受けなければなりません。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、請求代表者が投票資格

者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、

その旨を公表するとともに、選挙管理委員会に通知しなければなりません。 

３ 前２条に定めるもののほか、住民投票の実施の請求のために行う署名について

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条の２及び第７４条の３の規定の例

によるものとします。 

 

[54]【要検討】委員会の議論では、この条文は規則で定めることとな

りましたが、「投票資格者名簿の調整」のタイミングを規定するため

には、やはり、代表者証明書の交付の規定が必要なので、勝手な

がら、作成してみました。 

28 要 旨 の 公

表 

（要旨の公表等）  

第２７条 市長は、住民請求若しくは議会請求があったとき又は市長発議をしたとき

は、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなけ

ればなりません。 

 

 

（要旨の公表等）  

第２７条 市長は、第２３条第５項又は第６項の規定により住民投票を実施することと

なったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通

知しなければなりません。 

 

 

 

[55]【修正提案】表現の整理 

[56]【要検討】要旨の公表及び選挙管理委員会への通知の時期

は？ 

・原案では、住民投票の実施の請求があったときは、議員が発議し

たときに公表や通知を行うこととなっていますが、実施することとな

るか否か確定していない段階で公表や通知を行うべきでしょうか。

修正案として、「住民投票を実施することとなったとき」にしてみま

した。 

29 代 表 者 証

明 書 等 の

交付等 

（規則に規定） 

 

第２６条に規定  
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30 投 票 資 格

者 名 簿 の

調製 

（投票資格者名簿の調製と登録） 

第２８条 選挙管理委員会は、別に規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調

整し、保管しなければなりません。 

 

２ 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、別に規則で定めるところ

により 第２９条第２項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民

投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければなりま

せん。 

３ 選挙管理委員会は、第２９条第３項の規定により住民投票の期日を変更したとき

は、同条第４項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住

民投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければな

りません。 

（投票資格者名簿の調製と登録） 

第２８条 選挙管理委員会は、第２６条第２項の規定による通知があったときは、別に

規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調整し、投票資格者総数の５０分の

１及び４分の１の数を告示しなければなりません。 

２ 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、別に規則で定めるところ

により、第２９条第２項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民

投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければなりま

せん。 

３ 選挙管理委員会は、第２９条第３項の規定により住民投票の期日を変更したとき

は、同条第４項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住

民投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければな

りません。 

 

31 被 登 録 資

格 

（規則に規定）   

32 登録 （第28条に規定）   

33 住 民 投 票

の 請 求 に

必 要 な 署

名 数 の 告

示 

（規則に規定 

第28条の名簿の調整に関連） 

（前条第１項に規定）  

34 住 民 投 票

の期日 

(投票日) 

第２９条 選挙管理委員会は、第２７条の規定による通知があったときは、そ

の旨を告示し、その日から起算して３０日を経過し、９０日を超えない範囲

内において住民投票の期日（以下「投票日」という。）を定めます。 

 

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日

を当該投票日の 7 日前までに告示しなければなりません。 

3 選挙管理委員会は、第１項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しく

は参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙、本市の議会の

議員若しくは長の選挙又は国民投票が行われるとき、その他選挙管理委員会

が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができます。 

4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の

投票日とその変更理由を付して速やかに告示しなければなりません。 

 

(投票日) 

第２９条 選挙管理委員会は、第２７条の規定による通知があったときは、そ

の旨を告示し、その日から起算して３０日を経過し、９０日を超えない範囲

内において住民投票の期日（以下「投票日」といいます。）を定めるものと

します。 

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日

を当該投票日の 7 日前までに告示しなければなりません。 

3 選挙管理委員会は、第１項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しく

は参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙、本市の議会の

議員若しくは長の選挙又は国民投票が行われるとき、その他選挙管理委員会

が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができます。 

4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の

投票日とその変更理由を付して速やかに告示しなければなりません。 

 

 

 

[57]【要修正】表現の統一 

35 投票所等 (投票所等) 

第３０条 投票所及び第３２条に規定する期日前投票の投票所（次項において

「期日前投票所」という。）は、選挙管理委員会の指定した場所に設けます。 

2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定によ

る告示の日に 期日前投票所をそれぞれ告示しなければなりません。 

(投票所等) 

第３０条 投票所及び第３２条に規定する期日前投票の投票所（次項において

「期日前投票所」といいます。）は、選挙管理委員会の指定した場所に設け

ます。 

2 選挙管理委員会は、 前条第 2 項の規定による告示の日に投票所及び期日

前投票所を 告示しなければなりません。 

 

 

[58]【要修正】表現の統一 

 

[59]【修正提案】投票所も期日前投票所も、投票日の７日前まで

に同時に告示することが可能です。 

36 投 票 資 格

者 で な い

者の投票 

（第26条「投票資格者の要件」に追加する。）①投票資格者名簿にない者は投票で

きない ②名簿に記録されていても投票日の当日に投票資格を有しない者は投

票できない。 

  

http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000153
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000157
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000153
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000157
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000192
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000169
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000192
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000169
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37 投 票 の 方

法 

（規則に規定） 第３４条第１項に規定  

38 投 票 所 に

お い て の

投票 

（投票所においての投票） 

第３１条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の

抄本の対照を経て、投票をしなければなりません。 

（投票の方法等） 

第３１条 投票は、一人一票とし、秘密投票とします。 

２ 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の

対照を経て、投票をしなければなりません。 

 

39 期 日 前 投

票等 

(期日前投票等) 

第３２条 投票人は、前条の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより期日

前投票又は不在者投票をすることができます。 

(期日前投票等) 

第３２条 投票人は、前条の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより期日

前投票又は不在者投票をすることができます。 

 

40 代 理 投 票

等 

（代理投票等） 

第３３条 身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に記載することができない

投票人は、別に規則で定めるところにより代理投票又は点字投票をすることがで

きます。 

（代理投票等） 

第３３条 身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に記載することができない

投票人は、別に規則で定めるところにより代理投票又は点字投票をすることがで

きます。 

 

41 無効投票 (無効投票) 

第３４条 次に掲げる投票は、無効とします。 

（１）所定の投票用紙を用いないもの 

（２）白紙投票 

（３）投票の意思が明らかに判別し難いもの 

（４）他事の記載により投票の秘密を脅かす もの 

２ 選挙管理委員会は、分かりやすい投票の方法に配慮し、無効票が生じないよう

努めるものとします。 

(無効投票) 

第３４条 次に掲げる投票は、無効とします。 

（１）所定の投票用紙を用いないもの 

（２）白紙投票 

（３）投票の意思が明らかに判別し難いもの 

（４）他事の記載により投票の秘密を脅かすと認められるもの 

２ 選挙管理委員会は、分かりやすい投票の方法に配慮し、無効票が生じないよう

努めるものとします。 

 

42 情 報 の 提

供 

（情報の提供） 

第３５条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を

広報紙等により提供しなければなりません。 

２ 市長は、前項に規定する情報の提供に際しては、住民投票に係る事項について

の中立性の保持に努めるものとします。 

（情報の提供） 

第３５条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を

広報紙等により提供しなければなりません。 

２ 市長は、前項に規定する情報の提供に際しては、住民投票に係る事項について

の中立性の保持に努めるものとします。 

 

43 投票運動 （投票運動） 

第３６条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができます。ただし、買収、

脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであっ

てはなりません。 

（投票運動） 

第３６条 住民投票に関する投票運動は、 買収、脅迫等投票資格者の自由な意思

が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはなりません。 

 

[60]【修正提案】投票運動を規制する規定がなければ、当然、投票

運動は自由に行うことができるため、規定の必要はないと思いま

す。（そうしておかないと、何事においても「自由にできる」という規

定がなければ自由にできないことになってしまいます。） 

44 投 票 結 果

の告示等 

（投票結果の告示） 

第３７条 選挙管理委員会は、住民投票が実施されたときは、開票結果を告示しま

す。 

（投票結果の告示） 

第３７条 選挙管理委員会は、住民投票が実施されたときは、開票結果を告示しな

ければなりません。 

 

[61]【修正提案】告示義務があるという規定にしておいたほうが良い

と思います。 

45 投 票 結 果

の尊重 

（投票結果の尊重） 

第３８条 議会及び市長は、投票資格者に占める有効投票総数の割合を考慮した

上で、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 

（投票結果の尊重） 

第３８条 議会及び市長は、投票資格者に占める有効投票総数の割合を考慮した

上で、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 

 

46 市 民 請 求

等 の 制 限

期間 

（再請求の制限期間） 

第３９条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから

３年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について住

民投票を行うことはできません。 

（再請求の制限期間） 

第３９条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから

３年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について住

民投票を行うことはできません。 

 

  

http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000228
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#e000000228
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47 投 票 及 び

開票 

 (投票及び開票) 

第４０条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時

間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及

び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並び

に岩倉市公職選挙管理規程(平成15年９月29日選管訓令第２号)の規定の例によ

ります。 

 (投票及び開票) 

第４０条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時

間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及

び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並び

に岩倉市公職選挙管理規程(平成15年９月29日選管訓令第２号)の規定の例によ

るものとします。 

 

 

 

 

 

[62]【要修正】表現の統一 

     

48 協 働 を 進

め る 上 で

の 基 本 原

則 

（協働を進める上での基本原則） 

第４１条 市民及び執行機関は、協働を進める際には、以下の原則に従うものとしま

す。 

（１）補完性の原則 それぞれの役割や責任を明確にし、互いに補完します。 

（２）相互理解の原則 互いの立場や特性の違いを理解し、尊重します。 

（３）共有の原則 目的、目標及び情報を互いに共有します。 

（４）対等性の原則 互いの主体性を認め合い、対等なパートナーとして取り組みま

す。 

（５）公開性の原則 事業の経過や結果等の情報の公開に努め、透明性を確保しま

す。 

（６）自主・自立の原則 自主性を持ち、かつ自立して活動に取り組みます。 

（協働を進める上での基本原則） 

第４１条 市民及び執行機関は、協働を進める際には、以下の原則に従うものとしま

す。 

（１）補完性の原則 それぞれの役割や責任を明確にし、互いに補完します。 

（２）相互理解の原則 互いの立場や特性の違いを理解し、尊重します。 

（３）共有の原則 目的、目標及び情報を互いに共有します。 

（４）対等性の原則 互いの主体性を認め合い、対等なパートナーとして取り組みま

す。 

（５）公開性の原則 事業の経過や結果等の情報の公開に努め、透明性を確保しま

す。 

（６）自主・自立の原則 自主性を持ち、かつ自立して活動に取り組みます。 

[63]【要検討】自治基本条例第１０条第３項には、「市民、議会及び

執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の

下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環

境づくりに努めるものとします。」と規定されています。原案の条文

の主語が「市民及び執行機関」となっており、「議会」が入っていま

せん。議会による市民参加や協働の取り組みは、議会基本条例

に託すこととし、この条例では触れないこととするのか、委員会で

改めて議論が必要だと思います。また、議会に「市民参加条例検

討特別委員会」が設置されていますので、場合によっては、協議

をする必要があるかもしれません。 

49 協 働 の 取

組 

（協働の取組） 

第４２条 執行機関は、市政における政策の形成、執行及び評価を行う場合には、

市民との協働により実施するよう努めるものとします。 

 

２ 協働事業が行われた場合には、その経過、決算、結果等の情報を公表するもの

とします。 

３ 協働事業は、事業協力、事業共催などの他、行政から市民への補助及び助成並

びに後援及び事業委託など多様な形態があります。 

（協働の取組） 

第４２条 執行機関は、市政における政策の形成、執行及び評価（以下「政策形成

等」といいます。）を行う場合には、市民との協働により実施するよう努めるものとし

ます。 

２ 協働による政策形成等が行われた場合には、その経過、決算、結果等の情報を

公表するものとします。 

３ 協働による政策形成等は、事業協力、事業共催などの他、行政から市民への補

助及び助成並びに後援及び事業委託など多様な形態があります。 

 

 

 

 

[64]【修正提案】「協働事業」という用語が何を指しているのか明確で

ないため、「市政における政策の形成、執行及び評価」を「政策形

成等」と略すとともに、第２項及び第３項の「協働事業」を「協働に

よる政策形成等」としました。 

50 市 民 活 動

へ の 助 成

等 

（公益的活動の支援） 

第４３条 執行機関は、地域団体や市民活動団体（以下、団体等といいます。）が実

施する公益的な活動に対し、次に掲げる支援をすることができます。 

（１）財政的支援 

（２）情報提供 

（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市民は、公益的な活動を実施する団体等を支援するとともに、自らも活動に積極

的に参加するよう努めるものとします。 

３ 団体等は、公益的な活動に積極的に取り組むとともに、支援を受けるに当たって

は活動の公益性や透明性を高め市民の理解を得るよう努めるものとします。 

（公益的活動の支援） 

第４３条 執行機関は、地域団体や市民活動団体（以下、団体等といいます。）が実

施する公益的な活動に対し、次に掲げる支援をすることができます。 

（１）財政的支援 

（２）情報提供 

（３）前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項 

２ 市民は、公益的な活動を実施する団体等を支援するとともに、自らも活動に積極

的に参加するよう努めるものとします。 

３ 団体等は、公益的な活動に積極的に取り組むとともに、支援を受けるに当たって

は活動の公益性や透明性を高め市民の理解を得るよう努めるものとします。 

 

 

 

 

 

[65]【要修正】本文の主語が「執行機関」なので、整合を図るため「執

行機関」としたほうが適切だと思います。 

51 中 間 支 援

組織 

（中間支援組織の設置） 

第４４条 執行機関は、市民との協働が円滑かつ効果的に取り組まれるよう中間支援

組織を設けるものとします。 

（中間支援組織の設置） 

第４４条 執行機関は、市民との協働が円滑かつ効果的に取り組まれるよう中間支援

組織を設けるものとします。 

 

第４章 協働 

http://www1.g-reiki.net/takahama/reiki_honbun/i529RG00000575.html#e000000397
http://www1.g-reiki.net/takahama/reiki_honbun/i529RG00000575.html#e000000397
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52 人材育成 （協働によるまちづくりを担う人材） 

第４５条 市民及び執行機関は、協働によるまちづくりを担う人材の発掘及び育成に

努めるものとします。 

２ 市民は、協働によるまちづくりを担う主体としての自覚を持ち、識見や資質を高め

るよう努めるものとします。 

（協働によるまちづくりを担う人材） 

第４５条 市民及び執行機関は、協働によるまちづくりを担う人材の発掘及び育成に

努めるものとします。 

２ 市民は、協働によるまちづくりを担う主体としての自覚を持ち、識見や資質を高め

るよう努めるものとします。 

 

     

53 第 三 者 機

関 

（審議会による検証等） 

第４６条 この条例に基づく市民参加及び協働の推進についての検証等は、岩倉市

自治基本条例審議会により行うものとします。 

（審議会による検証等） 

第４６条 この条例に基づく市民参加及び協働の推進についての検証等は、岩倉市

自治基本条例第２５条第３項で定める審議会により行うものとします。 

 

[66]【修正提案】審議会の名称の問題もありますので、自治基本条

例に定める審議会にしておきました。 

54 条 例 の 見

直し 

（条例の見直し） 

第４７条 市長は、岩倉市自治基本条例第２５条第３項で定める審議会による検証を

踏まえ、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものと

します。 

（条例の見直し） 

第４７条 市長は、前条の規定による検証を踏まえ、社会情勢及び市民参加の状況

に応じて、この条例の見直しを行うものとします。 

 

[67]【修正提案】[66]との関係で整理しました。 

55 委任 (委任) 

第４８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に規則で定めます。 

(委任) 

第４８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に規則で定めます。 

 

 

第５章 その他 

http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#l000000000
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#l000000000
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#l000000000
http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html#l000000000

